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追
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郭
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体
と
の
随
意
契
約

第
１
１
回
北
九
州
市
行
財
政
改
革
調
査
会
資
料



平
成
２
３
年
度
の
外
郭
団
体
と
の
随
意
契
約
の
状
況

■
こ
れ

ま
で
の

取
組

み

●
平
成
２
０
年
５
月
「北

九
州
市
外
郭
団
体
経
営
改
革
プ
ラ
ン
」

外
郭
団
体
に
対
し
て
随
意
契
約
で
行
っ
て
い
る
委
託
業
務
に
つ
い
て
は
、

原
則
競
争
入
札
と
す
る
。

特
例
的
に
随
意
契
約
を
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
妥
当
性
の
検
証

等
を
厳
格
に
行
う
。

■
平

成
２
３
年

度
の

随
意

契
約

総
額

３
２
億
３
，
５
０
８
万
円
（
内
再
委
託
６
億
７
４
４
万
円
）

＊
Ｈ
１
８
年
度
実
績
６
６
億
８
８
百
万
円
か
ら
約
半
減

主
な
委
託

事
業
、
随
意
契
約
理
由
、
契
約
金
額
、
再
委
託
状
況
は
別
紙
の
と
お
り

１

そ
れ
ぞ
れ
の
随
意
契
約
は
、
業
務
の
特
殊
性
や
効
率
性
な
ど
一
定
の

理
由
を
も
っ
て

行
わ
れ
て
お
り
、
適
切
に
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。



外
郭
団
体
と
の
随
意
契
約
に
関
連
す
る

調
査
会
で
の
議
論
の
確
認

■
外

郭
団

体
の

役
割

第
一
次
答
申
の
官
民
の
役
割
分
担
の
基
本
的
な
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、

・民
間
委
託
等
が
で
き
な
い
、
又
は
適
さ
な
い

・市
が
直
接
実
施
す
る
よ
り
効
果
的
、
効
率
的
な
事
業
運
営
が
で
き
る

分
野
の
実
施
主
体
と
し
て
市
の
政
策
実
現
の
一
翼
を
担
う

■
随

意
契

約
等

に
つ
い
て

「民
間
に
で
き
る
も
の
は
民
間
に
委
ね
る
」と

い
う
視
点
を
踏
ま
え
特
命
随
意
契
約
で
外
郭

団
体
に
業
務
を
任

せ
て
い
る
場
合
、
民
間
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
、
真
に
担
う
こ
と
が
で
き
る
組
織
が

な
い
か
ど
う
か
を
よ
く
精
査
す
る
必
要

２



外
郭
団
体
と
の
随
意
契
約
に
関
す
る
課
題

■
調

査
会

で
の

外
郭

団
体

の
役

割
等

の
議

論
を
基

本
と
し
て

考
え
た
場

合
更

な
る
課

題
は

「随
意
契
約
と
す
る
理
由
、
契
約
金
額
の
妥
当
性
及
び
そ
の
透
明
性
等
」に

つ
い
て
の
検
証
、

担
保
す
る
た
め
の
仕
組
み

＊
外
郭

団
体
の

役
割

に
照
ら
し
て
妥

当
で
あ
る
業
務

に
つ
い
て
は

、
結
果

的
に
随
意
契
約
と
な
る
。

逆
に
役

割
に
照
ら
し
妥
当

で
な
い
業
務
だ
け
を
担
っ
て
い
る
団
体

で
あ
れ
ば

、
団
体

自
体
の

存
在
意

義
が

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
北
九

州
市

外
郭
団
体

経
営
改

革
プ
ラ
ン

特
例
的

に
随

意
契
約

を
す
る
事
業

に
つ
い
て
は

、
そ
の
妥
当
性

の
検

証
等
を
厳
格

に
行

う

・
当
調

査
会

で
の
こ
れ
ま
で
の
議

論

民
間
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
、
真

に
担

う
こ
と
が
で
き
る
組
織

が
な
い
か
ど
う
か

を
よ
く
精
査

す
る
必
要

⇒
こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
に
は
ど
ん
な
仕
組
み

が
必
要
か

３



現
状
と
改
善
案

③
新
た
な
外
部
評
価
の
仕
組
み

上
記
の
う
ち
、
継
続
的

に
実
施
し
て
い
る
又
は

実
施
予

定
の
事
業

に
つ
い
て

は
外
部
評

価
に
よ
り
そ
の
妥
当
性

等
を
審
議
し
、
そ
の
内
容

を
公
表
（
３
年
置

き
）

し
た
上
で
適
切
な
対
応
を
と
る
。

②
新
た
な
自
己
統
制
の
仕
組
み

事
業

者
へ
の

意
思

確
認
を
経
な
い
で
随

意
契
約
と
な
る
も
の

（
法
令
等

に
基

づ
く
業

務
等
随

意
契
約
の
理
由
が

明
白

で
あ
る
場
合

を
除

く
）
で
、
一
定

規
模
以

上
の
契
約

に
つ
い
て
、
副
市
長
等

を
筆

頭
と
す
る
「
（
仮
称
）
外
郭

団
体
随
意
契
約

適
正
化
委

員
会
」
で
そ
の
妥
当
性

等
を
審
議
し
、
内
容

を
公

表
し
た
上
で
適
切

な
対
応
を
と
る
。

①
事
業
者
へ
の
意
思
確
認

法
令
等

に
基

づ
く
業
務
等

、
随
意

契
約

の
理
由
が

明
白

で
あ
る
場
合
を
除

き
、

民
の
担
い
手

の
現
状
を
明

ら
か

に
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基

づ
く
委
託
事

業
参
加
者
の
有
無

を
確

認
す
る
公
募

を
実

施
す
る
。

そ
の
結
果

を
踏

ま
え
、
入
札
や

企
画
提

案
方
式
等

に
移
行

す
る
。

市
が
定
め
た
随
意
契
約

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、

各
事
業
課
で
判
断

改
善
案

現
状随

意
契
約
の
妥
当
性
に
関
す
る
事

項

４



現
状
と
改
善
案

⑤
新
た
な
情
報
公
開
項
目
の
追
加

④
に
よ
る
公
開

情
報

に
、

・
団
体

が
直
接

担
う
業

務
及
び
決
算

金
額

・
再
委

託
業
務

の
契
約
方

法
、
相
手

先
、
金

額

・
再
委
託
で
随
意
契
約
と
し
た
場
合
は
そ
の
理
由

を
新
た
に
追
加
す
る

④
新
た
な
情
報
公
開
の
仕
組
み

・
毎
年
決

算
時
期

に
外

郭
団
体
と
の

随
意
契
約

の
状
況

等
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
、
公
開
す
る
。

・
市
議
会

に
報
告

す
る
「
法
人
の

経
営

状
況
報
告
」
に
同

内
容

に
つ
い
て
記
載
し
、
議
会

に
報

告
す
る
。

随
意
契
約
の
相
手
方
、
契
約
金
額
、

理
由
に
つ
い
て
Ｈ
Ｐ
で
適
宜
公
開

改
善
案

現
状

透
明
性
・情

報
公
開
に
関
す
る
事
項

５



現
状
と
改
善
案

⑥
指
導
調
整
の
機
能
の
強
化

左
記
の
要

綱
に
基
づ
き
、
外
郭
団

体
が
行
う
契
約

に
つ
い
て
、

安
易

な
随
意

契
約
が
行
わ

れ
な
い
か
、
指

導
を
強

化
す
る
。

外
郭
団
体
に
つ
い
て
は
、
「
北
九

州
市
外
郭
団
体
指
導
調
整
要
綱
」

を
定
め
、
運
営
に
関
す
る
重
要
な

事
項
等
に
つ
い
て
指
導
、
調
整
、

助
言
を
行
っ
て
い
る
。

改
善
案

現
状

そ
の
他

６



現
在
随
意
契
約
を
行
っ
て
い
る
業
務
の
個
別
見
直
し

１
現
在
、
第
一
次
答
申
「官

民
の
役
割
分
担
と
持
続
的
な
仕
事
の
見
直
し
の
仕
組
み
」の

中
で
、

「民
で
で
き
る
こ
と
は
民
で
」と

い
う
考
え
方
の
下
、
事
業
の
総
点
検
に
着
手
し
て
い
る
。

来
年
度
以
降
の
契
約
に
際
し
て
は
、
新
た
な
改
善

案
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
し
、
透
明
性
を

も
っ
た
契
約
に
改
善
し
て
い
く
。

２
本
日
の
仕
組
み
に
関
す
る
改
善

（
案
）に

つ
い
て
は
、
調
査
会
で
の
意
見
を
踏
ま
え
、
市
と
し
て

の
対
応
方
針
を
決
定
し
、
新
た
な
行
財
政
改
革
実
施
計
画
に
盛
り
込
む
。

７
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１
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法
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び
同
施
行
令
（抜
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）

２
北
九
州
市
業
務
委
託
に
係
る
随

意
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約
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イ
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粋
）

３
平
成

23
年
度

本
市
と
外
郭
団
体
と
の
随
意
契
約
の
状
況



 1 

地方自治法及び同施行令（抜粋） 

 
 
地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号） 
 

第六節 契約  

（契約の締結）  

第二百三十四条  売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、

随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。  

２  前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当すると

きに限り、これによることができる。  

 （以下略） 

 
 
地方自治法施行令（昭和二十二年五月三日政令第十六号） 
 
第六節 契約  
 

（随意契約）  

第百六十七条の二  地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によるこ

とができる場合は、次に掲げる場合とする。  

一  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定

賃貸借料の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定

める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをす

るとき。  

二  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、

加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は

目的が競争入札に適しないものをするとき。  

三  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法

律第百二十三号）第五条第十二項に規定する障害者支援施設（以下この号において

「障害者支援施設」という。）、同条第二十六項に規定する地域活動支援センター

（以下この号において「地域活動支援センター」という。）、同条第一項に規定す

参考資料１ 



 2 

る障害福祉サービス事業（同条第七項 に規定する生活介護、同条第十四項に規定

する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以

下この号において「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは小規模

作業所（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障

害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必

要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。）若しくはこ

れらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認

定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続に

より買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス

事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四

十六年法律第六十八号）第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合若

しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者と

して総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から

普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及

び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第六項に規定する母子福祉

団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共

団体の長の認定を受けた者（以下この号において「母子福祉団体等」という。）が

行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子

で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項に規定する寡婦であるものに係る

役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続によ

り受ける契約をするとき。  

四  新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めると

ころにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品

を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。  

五  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。  

六  競争入札に付することが不利と認められるとき。  

七  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあると

き。  

八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。  

九  落札者が契約を締結しないとき。  

  （以下略） 



 

北九州市業務委託に係る随意契約ガイドライン【抜粋】 
 

 

 

○随意契約を行うことができる場合（地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号） 

 

第１号関連 「少額随契」と言われるもの   

 

   業務委託については、予定価格１００万円以下で、複数見積を徴し相手方を選定す

る場合に限る。（３号及び４号は、契約規則で定める手続きによる。） 

「１件５万円以下の契約」を除き、１者のみの見積りで契約（特命随意契約）する

場合は、第２号、５号、６号又は７号を適用すること。 

 

 

第２号関連 性質又は目的が競争入札に適しないものの契約をするとき 

 

１ 法令等により契約の相手方が特定されるもの 

 

 

 

 

 

 ２  契約、協定、覚書その他の文書において、あらかじめ契約の相手方を特定してい

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「法令等」とは法令（法律、政令、省令）及びこれらに基づく通知等並びに本

市で定める条例、規則を言う。 

・当該契約を行うものと別に締結された契約、協定、覚書、その他の文書におい

て、当該契約の相手方となることが特定されているもの。 

・当該契約の相手方を特定する契約、協定、覚書、その他の文書を締結すること

に合理的な理由があり、法令等に適合している場合に限る。 

・商習慣上、複数年度にわたる期間を前提とする業務であるため、当該契約の相

手方が特定されるもの。（フルメンテナンス契約） 

参考資料２ 
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４ 特殊な技術、知識、資格、設備機器等を要する業務であり、履行可能なものが１

者に特定される場合 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ６ 施設の維持管理を委託する場合で、他の施設（市以外の者が所有管理する施設を含

む）と一体的に維持管理しなければ業務上支障が生ずるため、他の施設の維持管理を

している者に委託する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

・特殊な機器、設備、情報処理システム等を所有する者でないと履行できないも

の 

・特定分野等に関して先導した調査研究実績を有する大学、研究機関等でなけれ

ば業務の履行ができないもの。 

・市が所有する又は使用している特殊な機器、設備、情報処理システム等に係る

業務であり、機器、設備に関する技術内容を公開していないことや情報処理シス

テムに排他的権利が設定されており、開発業者、設置業者、系列業者又は当該業

者から技術指導を受けた者でないと業務の履行ができないもの。 

・その他、業務の目的や内容、範囲、規模、履行期間の制約等の条件から、特殊

な技術、専門的な知識、資格等（以下「特殊な技術等」をいう。）を有する者の

中で履行可能なものが１者に特定される場合。 
 この場合、特殊な技術等を有する者をすべて特定し（資格のように登録内容に

より確認できないものについては、同業他社等に確認することにより全て特定す

ることが可能である場合に限る）、履行可能であるかを確認することを原則とす

る。ただし、特殊な技術等を有する者を全て確認するまでもなく、契約条件を勘

案すれば履行可能な者が１者に特定されることが明らかである場合はこれを省

略することができる。 

・他に履行できる者がいる場合（他の者が当該業務に必要な特殊な技術等を取得
し履行可能となる場合を含む）や他に履行できる者がいるかいないか分からない
場合は、当該規定の適用はできない。 

・他の施設に併設、隣接あるいは近接している施設の維持管理について、施設の

管理上の問題から他の施設と一体的に管理することが不可欠である場合。 
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 ８ 市の政策（福祉政策、商工業振興政策）の中で位置づけられるため、特定の者と

の契約を必要とするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９ 当該業務の履行を目的として設立された特定の団体への委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 事業の実施場所（施設を含む）や企画、事業で利用する展示品が指定されること

により、契約の相手方が特定されるもの 

 

 

 

 

 

 

・令第１６７条の２第１項第３号又は第４号に関連して補完的に当該規定を設け

たもの。（従って、３号、４号に該当するものは、除く。） 

・３号、４号に該当しないもので、市の政策（福祉政策、商工業振興政策）的位

置づけがあれば、役務の提供（業務委託に限る）を受ける契約についても随意契

約ができるもの。例としては、障害者の雇用促進政策として、福祉工場の施設運

営を特定の障害者団体に随意契約で委託する場合や商工業振興政策では、市の政

策的位置づけにより新規事業分野における商品等の研究・開発を、特定の者に委

託する場合などが考えられる。 

・指定された実施場所（施設を含む）や企画の権利、展示品を所有または管理し

ている者（所有者又は管理者の指定する者を含む）と契約する場合 

・指定された実施場所（施設を含む）や企画、展示品でなければ事業目的が達成

できない場合に限る。 

・企画提案方式で選定された者との契約により実施された事業について、契約期

間終了後も引き続き事業を継続する必要があり、当該企画に関するその者のノウ

ハウと実績を活用しなければ事業の継続が困難である場合。 

・企画には、持込み企画を含む。 
・物品売払代金の徴収又は収納の事務を委託する場合。 

・当該業務の履行を目的として設立された特定の団体とは、当該業務の実施に向

けて市が関与し、設立された団体又は委託に向けて市が関与した既設の団体を言

う。 

・この団体は、ボランティア団体、特定非営利活動法人、実行委員会（実行委員

会、協議会、委員会など）、社会福祉法人、一般社団法人及び一般財団法人（本

市の外郭団体を除く）に限るものとする。 

・ボランティア団体、実行委員会については、市職員が職務と離れてボランティ

アで参加しているような場合を除き、構成員に市を含む場合は、適用対象としな

い。（委託料で執行すべき合理的な理由がある場合を除く。） 
・放課後児童健全育成事業、北九州市市民センター管理運営等業務については、

委託先が本市の外郭団体である場合も適用対象とする。 

・補助金や負担金等で執行すべきものを委託料で執行することのないよう注意す

ること。 
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１２ 契約目的を達成するためには、業務対象者の利便性等を考慮し一定の基準を設け

て複数の者と契約（複数の者を取りまとめている団体がある場合にはその団体との

一括契約）する必要があり、競争入札を実施することが適当でないもの 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

１４ 契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために、主として価格以外の要素

における競争によって契約の相手方を選定する必要があるもの（いわゆる企画提案方

式（企画コンペ方式）によるもの） 

 

 

 

 
 
 

 

１７ 関係団体及び個人との連携、協力が不可欠な業務であり、関係団体等で組織され

た公共的団体又は関係団体等と連携、協力を得るためのネットワークを有する公共的

団体でなければ、業務目的を達成できないもの 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 この規定は、業務対象者の利便性等を考慮し、一定の水準以上にあれば、委託

業務に対応できるすべての者と契約する場合に適用できるものとする。 

「複数の者を取りまとめている団体がある場合には、その団体」とは、例えば、

各医療機関が加盟している市医師会、市歯科医師会などを指す。これらの機関と

一括契約することで、各医療機関と個別の契約を締結する煩雑さを回避すること

ができる。 

・企画提案方式については、「業務委託契約事務の手引き」を参照のこと。 

・審査委員会での審査基準、審査結果等の記録は必ず残しておくこと。 

・公募型の企画提案方式（より広く参加者を募るため、公募を実施し選定された
相手方と契約する場合）を含む。 

・「公共的団体」とは、農業協同組合、森林組合等の産業経済団体、社会福祉協

議会等の厚生社会事業団体、文化協会、体育協会等の文化教育事業団体など公共

的な活動を営む団体とする。 
・関係団体との連携、協力が不可欠である理由を明確にすること。 
・また、他に履行可能な公共的団体がいないことが明らかであること。 
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 １８ 参加者の有無を確認する公募を実施した結果、当該業務を履行可能なものが１者
しかいないことが確認された場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
第５号関連 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

         

    緊急に履行しなければならない業務であって、競争入札に付する時間的な余裕がな

く、かつ緊急に対応しなければ市民生活に多大な影響を及ぼすと認められるもの 

  １ 道路陥没、自然災害等に伴い緊急に復旧を必要とするもの 

   ２ 電気、機械設備等の故障に伴い緊急に復旧を必要とするもの 

  ３ 災害、事故等を未然防止するために緊急を要するもの 

 

第６号関連 競争入札に付することが不利と認められるとき 

 

     １ 現に他の業務を履行中の者に、当該業務を連携又は一体的に履行させることによ

り、委託期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められるとき 

 

     

 

 

 

 

 

第７号関連 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあ

るとき 

  

３ その他、競争入札に付するよりも著しく有利な価格で契約を締結できるとき。 

      
 

・「他の業務」とは、本市の発注業務に限らないものとする。 
・当該業務委託だけを考えれば他にも履行できる者はいるが、他の業務と連携又

は一体的に行うことで、経費の削減や期間の短縮、あるいは円滑な業務の実施が

できるなどにより効果的で効率的な委託ができるため、他の業務を行っている者

に委託することが市にとって有利と認められる場合。 

・単に参考見積により著しく有利な価格であることを確認するものでなく、正当

かつ特殊な事情があり、誰がみても競争入札に付した場合より著しく有利な価格

で契約を締結できる場合に限る。なお、次年度以降も継続されることが予想され

る業務については、競争入札による複数年度契約が可能な場合もあるので、本規

定の適用については、慎重に判断すること。 

・参加者の有無を確認する公募とは、業務の専門性や特殊性から、他に履行でき

る者がいないと判断し特定の者と随意契約していたような委託業務のうち、応募

要件等を明示して他に履行できる者がいないことを確認する手続きを言う。 

・当該規定は、「北九州市委託業務への参加者の有無を確認する公募手続きに関

する要綱」第１０条に基づいて、随意契約を行う場合に適用する。 
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平
成

２
３

年
度

　
本

市
と

外
郭

団
体

と
の

随
意

契
約

の
状

況

（
単
位
：
千
円
）

北
九
州
国

際
交
流
協

会
8,

09
9
・
協
会
に
蓄
積
さ
れ
た
日
本
語
習
得
支
援
及
び
生
活
支
援
も

含
め
た
外
国
人
支
援
に
関
す
る
専
門
知
識
と
豊
富
な
ノ
ウ
ハ

ウ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
設
立
支
援
の
実
績
等
を
有
す
る

者
が
他
に
い
な
い
。

北
九
州
市

芸
術
文
化

振
興
財
団

28
3,

97
8

・
北
九
州
市
立
美
術
館
分
館
施
設
維
持
管
理
業
務
に
つ
い

て
、
芸
術
劇
場
と
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
等
の
施
設
を
共
有
し
て
お

り
、
両
者
は
密
接
不
可
分
で
分
離
し
て
管
理
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
た
め
。

・
北
九
州
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
施
設
維
持
管
理
業
務

に
つ
い
て
、
同
財
団
は
、
本
市
か
ら
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

を
受
託
し
、
当
セ
ン
タ
ー
に
活
動
拠
点
を
構
え
て
お
り
、
同

業
務
の
一
連
と
し
て
施
設
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

・
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
等
業
務
に
つ
い
て
、
文
化
庁
の
通

知
で
市
ま
た
は
財
団
し
か
実
施
主
体
と
な
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
本
市
が
調
査
困
難
な
場
合
の
委
託
先
は
同
財
団
以
外
に

な
い
た
め
。

・
北
九
州
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
展
示
室
展
示
業
務
に

つ
い
て
、
実
際
に
発
掘
調
査
を
行
っ
た
学
芸
員
が
調
査
結
果

と
専
門
知
識
を
も
と
に
当
セ
ン
タ
ー
に
収
蔵
す
る
文
化
財
の

展
示
業
務
を
行
う
た
め
。

ア
ジ
ア
女

性
交
流
・

研
究

フ
ォ
ー
ラ

ム

33
,3

65

・
当
該
ビ
ル
の
う
ち
占
有
面
積
が
最
大
で
あ
る
男
女
共
同
参

画
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
が
一
体
的
管
理
し
た
方
が
効
率

的
で
あ
る
。

・
当
該
教
室
を
実
施
す
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
統
括
で
き

る
団
体
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
以
外
に
い
な
い
。

業
務

等
の

名
称

（
業

務
開

始
年

度
）

内
　

　
　

容

―

清
掃
、
保
安
警
備
、
設
備
等
保

守
点
検
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
点

検
、
特
殊
建
築
物
定
期
点
検
、

空
調
排
気
口
特
別
清
掃
　
等

電
気
設
備
保
安
管
理
、
消
防
設

備
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
空
調
機

器
の
保
守
点
検

1,
58

0

外
国
人
市
民
へ
の
日
本
語
支
援
事
業

（
H2
1）

再
委

託
の

状
況

金
額

0

18
,3

71
・
大
手
町
ビ
ル
維
持
管
理
委
託

（
H7
）

・
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
予
防
教
室
等
業
務

（
H2
3の
み
）

・
北
九
州
市
立
美
術
館
分
館
施
設
維

持
管
理
業
務
（
H1
5）

・
北
九
州
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
施
設
維
持
管
理
業
務
（
S5
9）

・
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
等
業
務

（
S5
3）

・
北
九
州
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
展
示
室
展
示
業
務
（
H2
3の
み
）

団
体

名
随

意
契

約
金

額
随

意
契

約
に

お
け

る
特

命
理

由

参
考
資
料
３

1



平
成

２
３

年
度

　
本

市
と

外
郭

団
体

と
の

随
意

契
約

の
状

況

業
務

等
の

名
称

（
業

務
開

始
年

度
）

内
　

　
　

容

再
委

託
の

状
況

金
額

団
体

名
随

意
契

約
金

額
随

意
契

約
に

お
け

る
特

命
理

由

北
九
州
国

際
技
術
協

力
協
会

28
,5

71

・
ア
ジ
ア
低
炭
素
化
セ
ン
タ
ー
支
援
業
務
に
つ
い
て
、
市
内

企
業
の
情
報
、
環
境
技
術
に
精
通
し
、
海
外
と
の
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
等
、
豊
富
な
知
見
、
経

験
、
人
材
を
総
合
的
に
備
え
て
お
り
、
実
施
で
き
る
者
が
他

に
い
な
い
た
め
。

・
マ
レ
ー
シ
ア
国
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
業
務
の
効
率
化
事

業
補
助
業
務
に
つ
い
て
、
本
市
で
の
環
境
・
産
業
分
野
に
お

け
る
豊
富
な
経
験
を
有
し
、
海
外
諸
都
市
の
現
地
の
状
況
に

も
精
通
し
て
お
り
、
ま
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
す
る
機
関
は

他
に
い
な
い
た
め
。

・
ロ
シ
ア
・
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
産
業
交
流
可
能
性
調
査
に

つ
い
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
鉄
鋼
関
連
産
業
に
つ
い
て
の
調
査

実
績
が
あ
り
、
か
つ
市
内
鉄
鋼
関
連
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い

て
精
通
し
て
い
る
機
関
は
他
に
い
な
い
た
め
。

北
九
州
市

環
境
整
備

協
会

71
8,

73
3

・
こ
れ
ま
で
の
施
設
の
運
営
経
験
の
蓄
積
等
に
よ
り
、
少
な

い
人
員
配
置
で
安
定
的
に
運
営
で
き
る
。

・
ご
み
収
集
業
務
の
実
施
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
し
て
お

り
、
業
務
を
安
定
的
に
、
か
つ
確
実
に
履
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

・
道
路
狭
あ
い
地
域
に
お
い
て
は
、
通
常
の
家
庭
ご
み
収
集

と
同
一
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定
的
か
つ
低
廉

に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
同
協
会
は
、
新
門
司
工
場
内
に
事
務
所
等
が
あ
り
、
同
保

管
施
設
の
維
持
管
理
に
際
し
、
迅
速
・
柔
軟
な
対
応
が
可
能

で
あ
り
、
業
務
上
必
要
な
初
期
投
資
が
抑
制
で
き
る
。

北
九
州
産

業
学
術
推

進
機
構

31
,8

34

・
専
門
的
な
支
援
ノ
ウ
ハ
ウ
や
経
験
豊
富
な
人
材
、
関
係
機

関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、
当
該
業
務
で
求
め
ら
れ
る
知

見
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
。

・
テ
レ
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務
を
受
託
し
て
お

り
、
専
門
的
な
支
援
ノ
ウ
ハ
ウ
や
関
係
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
有
し
、
効
果
的
な
履
行
が
可
能
で
あ
る
。

・
市
内
企
業
の
情
報
が
豊
富
で
、
助
成
金
の
審
査
業
務
や
付

随
す
る
精
算
、
企
業
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
豊
富
な
ノ
ウ

ハ
ウ
を
有
す
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
。

・
産
学
連
携
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
環

境
ビ
ジ
ネ
ス
促
進
事
業
（
H2
1）

・
ベ
ン
チ
ャ
ー
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ク

ラ
ブ
運
営
事
業
（
H2
0）

・
ア
ジ
ア
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
支
援

事
業
補
助
（
H2
3）

3,
01

0

KV
IC
（
北
九
州
ベ
ン
チ
ャ
ー
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ク
ラ
ブ
）
フ
ェ

ア
実
施
業
務
、
KV
IC
総
会
運

営
、
KV
IC
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管

理
、
KV
IC
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト

作
成
、
広
報
等
印
刷
物
製
作

・
ア
ジ
ア
低
炭
素
化
セ
ン
タ
ー
支
援

業
務
（
H2
2）

・
マ
レ
ー
シ
ア
国
に
お
け
る
廃
棄
物

管
理
業
務
の
効
率
化
事
業
補
助
業
務

（
H2
3）

・
ロ
シ
ア
・
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
産

業
交
流
可
能
性
調
査
（
H2
3の
み
）

等 ・
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
運
営
業
務

（
H6
）

・
ご
み
収
集
業
務
（
H1
0）

・
道
路
狭
あ
い
収
集
業
務
（
H1
5）

・
紙
パ
ッ
ク
ト
レ
ー
選
別
業
務

（
H1
2）
　
等

2,
11

9
清
掃
、
空
調
・
昇
降
機
・
消
防

設
備
保
守
点
検

0
―

2



平
成

２
３

年
度

　
本

市
と

外
郭

団
体

と
の

随
意

契
約

の
状

況

業
務

等
の

名
称

（
業

務
開

始
年

度
）

内
　

　
　

容

再
委

託
の

状
況

金
額

団
体

名
随

意
契

約
金

額
随

意
契

約
に

お
け

る
特

命
理

由

九
州

ヒ
ュ
ー
マ

ン
メ
デ
ィ

ア
創
造
セ

ン
タ
ー

15
,0

50
情
報
分
野
に
関
す
る
最
新
の
技
術
動
向
や
専
門
的
知
識
に
精

通
し
、
本
市
経
済
情
勢
や
地
元
企
業
の
状
況
に
関
す
る
知

見
、
中
立
性
・
公
平
性
な
ど
を
有
す
る
。

西
日
本
産

業
貿
易
コ

ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
協

会

7,
09

5

・
本
市
唯
一
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
機
関
で
あ
り
、
現
在

実
施
中
の
誘
致
業
務
と
の
連
携
及
び
主
催
団
体
等
と
の
幅
広

い
ﾈｯ
ﾄﾜ
ｰｸ
を
有
し
、
調
整
で
き
る
団
体
は
同
協
会
以
外
に
い

な
い
。

・
同
協
会
が
主
催
し
、
西
日
本
総
合
展
示
場
で
開
催
予
定
の

西
日
本
機
械
展
と
合
同
で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
集
客
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

北
九
州
市

都
市
整
備

公
社

51
,2

69
・
到
津
の
森
公
園
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
同
財
団
が
施
設
管

理
運
営
と
一
体
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
業
務

に
必
要
な
専
門
知
識
を
有
し
て
い
る
。

帆
柱
ケ
ー

ブ
ル

29
,2

95
・
皿
倉
山
頂
、
帆
柱
自
然
公
園
な
ど
の
情
報
を
熟
知
し
て
い

る
。

・
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
や
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
運
行
と
効
率
的
な
連

携
が
可
能
で
あ
る
。

北
九
州
ｅ
－
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
構
想
推
進
事

業
業
務
（
H1
4）

寄
付
者
プ
レ
ー
ト
作
成
業
務
、

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
教
材
作

成
、
陳
列
ケ
ー
ス
作
成
、
動
物

歯
型
模
型
作
成
、
ロ
ゴ
デ
ザ
イ

ン
・
園
内
掲
示
物
・
園
内
マ
ッ

プ
等
作
成

20
,5

61

・
動
物
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業
（
H1
4）

・
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
事
業
（
H1
8）

・
旭
山
動
物
園
ラ
イ
ブ
映
像
管
理
業

務
（
H1
8）

・
到
津
の
森
魅
力
向
上
事
業
（
H2
3の

み
）
　
等

0
・
大
規
模
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
関
連
調

整
業
務
（
H2
3）

・
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
マ
ッ
チ
ン
グ
フ
ェ

ア
北
九
州
会
場
運
営
業
務
（
H1
9）

・
皿
倉
山
頂
展
望
台
管
理
運
営
業
務

（
H1
9）

・
皿
倉
地
区
観
光
振
興
事
業
（
H1
9）

・
帆
柱
自
然
公
園
維
持
管
理
業
務

（
S3
0年
代
）

50
0
公
園
内
巡
視
・
通
報
、
利
用
者

へ
の
指
導
業
務

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
用
管
理
及
び

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
、
サ
ー
バ
イ
ン

キ
ュ
ベ
ー
ト
サ
ー
バ
運
用
管

理
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
・
チ
ラ
シ

作
成
、
U-
ST
RE
AM
配
信
代
行

5,
88

6

―

3



平
成

２
３

年
度

　
本

市
と

外
郭

団
体

と
の

随
意

契
約

の
状

況

業
務

等
の

名
称

（
業

務
開

始
年

度
）

内
　

　
　

容

再
委

託
の

状
況

金
額

団
体

名
随

意
契

約
金

額
随

意
契

約
に

お
け

る
特

命
理

由

北
九
州
高

速
鉄
道

42
5,

80
4

当
該
業
務
は
軌
道
敷
そ
の
も
の
を
扱
う
調
査
及
び
維
持
補
修

等
工
事
で
あ
り
、
国
の
指
導
（
軌
道
経
営
者
が
維
持
修
繕
を

行
う
）
に
よ
り
維
持
修
繕
は
軌
道
経
営
者
で
あ
る
同
社
が
行

う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
（
ま
た
、
事
故
等
発
生
時
の
迅
速

な
対
応
な
ど
の
面
か
ら
も
、
同
社
が
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
同
社
所
有
の
工
作
車
を
使
用
す
る
事
で
経
費

の
削
減
に
つ
な
が
る
。
）

ひ
び
き
灘

開
発

79
,0

25

・
響
灘
西
地
区
廃
棄
物
処
分
場
は
同
社
所
有
の
廃
棄
物
処
分

場
と
隣
接
し
て
お
り
、
本
業
務
を
効
率
的
に
行
え
る
。

・
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
パ
ー
ク
展
示
PR
設
備
は
、
エ
コ
タ
ウ

ン
セ
ン
タ
ー
別
館
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
エ
コ

タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
同
社
が
見
学
者
補

助
業
務
も
行
う
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
た
め
。

・
響
灘
ビ
オ
ト
ー
プ
は
当
時
廃
棄
物
処
分
場
で
あ
っ
た
た

め
、
処
分
場
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
同
社
が
状
況
に
詳
し

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
委
託
を
行
っ
た
も
の
。

北
九
州
埠

頭
32

9,
83

2

・
港
湾
施
設
管
理
運
営
業
務
に
つ
い
て
、
競
争
入
札
に
向

け
、
「
業
務
参
加
者
の
有
無
を
確
認
す
る
公
募
」
を
実
施
し

た
が
、
応
募
者
が
い
な
か
っ
た
。

・
保
安
対
策
用
電
気
設
備
保
守
点
検
業
務
に
つ
い
て
、
港
湾

施
設
の
管
理
運
営
業
務
を
受
託
し
て
お
り
、
管
理
運
営
に
係

る
法
規
や
制
度
に
精
通
し
、
実
務
を
熟
知
し
て
い
る
。

・
港
湾
施
設
性
能
維
持
外
業
務
に
つ
い
て
、
24
時
間
36
5日
対

応
で
き
る
人
員
体
制
及
び
突
発
的
な
故
障
に
即
応
で
き
る
技

術
力
を
有
す
る
企
業
は
同
社
以
外
に
な
い
。

北
九
州
市

土
地
開
発

公
社

8,
03

5
土
地
評
価
・
損
失
補
償
基
準
等
に
精
通
し
、
事
業
用
地
関
係

者
と
の
交
渉
能
力
が
必
要
で
あ
り
、
同
公
社
は
、
長
年
の
経

験
か
ら
用
地
取
得
業
務
に
精
通
し
て
い
る
。

―

・
港
湾
施
設
管
理
運
営
業
務
（
H1
0）

・
保
安
対
策
用
電
気
設
備
保
守
点
検

業
務
（
H1
7）

・
港
湾
施
設
性
能
維
持
外
業
務

（
S6
0）

86
,3

46

補
助
業
務
、
点
検
、
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
派
遣
・
減
速
機
油
入
替
作

業
・
部
品
の
亀
裂
検
査
・
補
修

塗
装
、
受
電
設
備
保
護
継
電
器

特
性
試
験
　
等

24
,4

14
日
明
積
出
基
地
車
両
誘
導
小
運

搬
業
務
、
常
駐
警
備
、
そ
の
他

機
材
・
資
格
が
必
要
な
も
の

・
一
般
廃
棄
物
の
埋
め
立
て
処
分
等

業
務
（
S5
4）

・
北
九
州
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
パ
ー

ク
見
学
者
等
対
応
補
助
業
務
（
H2
1）

・
響
灘
ビ
オ
ト
ー
プ
・
エ
コ
ツ
ア
ー

等
運
営
業
務
（
H2
3の
み
）
　
等

用
地
買
収
の
あ
っ
せ
ん
業
務
（
H2
0）

0

・
北
九
州
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
小
倉
線

軌
道
敷
等
維
持
修
繕
業
務
（
S6
0）
・

調
査
等
業
務
（
H2
0、
22
、
23
の
み
）

・
モ
ノ
レ
ー
ル
駅
舎
公
共
連
絡
通
路

等
維
持
管
理
業
務
（
H2
2、
23
の
み
）

・
集
客
対
策
事
業
（
モ
ノ
レ
ー
ル
ま

つ
り
）
（
S6
3）

30
9,

20
7

照
明
取
替
、
昇
降
設
備
の
保

守
・
修
繕
、
連
絡
通
路
清
掃
、

駅
舎
及
び
公
共
連
絡
通
路
の
軽

微
な
修
繕
、
分
岐
器
機
器
の
分

解
修
繕
・
保
守
、
軌
道
桁
樹
脂

モ
ル
タ
ル
部
補
修
、
駅
舎
外
壁

補
修
、
軌
道
敷
等
維
持
修
繕

等

4



平
成

２
３

年
度

　
本

市
と

外
郭

団
体

と
の

随
意

契
約

の
状

況

業
務

等
の

名
称

（
業

務
開

始
年

度
）

内
　

　
　

容

再
委

託
の

状
況

金
額

団
体

名
随

意
契

約
金

額
随

意
契

約
に

お
け

る
特

命
理

由

福
岡
北
九

州
高
速
道

路
公
社

10
0,

74
3

・
都
市
高
に
跨
る
跨
道
橋
の
補
修
工
事
に
つ
い
て
、
都
市
高

を
管
理
す
る
同
公
社
と
の
基
本
協
定
（
H1
3.
8.
28
締
結
）
に

基
づ
く
も
の
。

・
都
市
高
(5
号
線
)と
一
体
の
た
め
、
事
故
等
の
緊
急
対
応

(交
通
規
制
)や
事
故
処
理
等
の
緊
急
対
応
や
利
用
者
へ
の
事

故
情
報
発
信
等
に
つ
い
て
万
全
の
体
制
が
図
れ
る
た
め
。

北
九
州
市

住
宅
供
給

公
社

4,
18

0
市
営
住
宅
の
管
理
代
行
者
及
び
指
定
管
理
者
で
あ
り
、
円
滑

な
業
務
の
実
施
が
期
待
で
き
る
。

北
九
州
市

福
祉
事
業

団
1,

08
0,

17
8

・
保
健
福
祉
に
関
わ
る
業
務
は
、
専
門
性
・
公
共
性
が
高

く
、
関
係
団
体
等
と
の
連
携
や
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
不
可

欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
公
平
性
・
中
立
性
が
求
め
ら
れ
る

が
、
当
該
団
体
は
上
記
の
条
件
を
十
分
に
満
た
し
て
い
る
。

・
幅
広
い
福
祉
施
設
の
運
営
実
績
が
あ
る
。
施
設
に
お
い

て
、
利
用
者
の
状
況
を
把
握
し
た
専
門
的
な
ス
タ
ッ
フ
の
継

続
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
。

・
業
務
に
必
要
な
専
門
家
等
、
豊
富
な
人
材
を
有
し
て
い

る
。
専
門
職
が
当
該
団
体
以
外
に
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
等

合
計

3,
23

5,
08

6
―

95
,9

99
工
事
施
工
業
務
、
草
刈
・
路
面

清
掃
業
務
、
日
常
点
検
業
務
、

照
明
点
検
業
務
、
雪
氷
対
策
業

務
、
パ
ト
ロ
ー
ル
業
務

施
設
の
設
備
・
点
検
・
常
駐
警

備
・
清
掃
、
事
業
の
設
営
業

務
、
障
害
程
度
区
分
認
定
の
う

ち
遠
隔
地
居
住
者
の
調
査
業
務

―

0
―

―
60

7,
44

3

・
介
護
認
定
審
査
会
補
助
業
務

（
H1
2）

・
更
新
申
請
に
係
る
介
護
保
険
訪
問

調
査
事
業
（
H1
3）

・
訪
問
等
に
よ
る
介
護
予
防
支
援
業

務
（
H1
8）

・
障
害
程
度
区
分
認
定
事
務
（
H1
8）

・
地
域
担
当
看
護
職
員
活
動
事
業

（
H1
1）
　
等

39
,4

50

市
営
住
宅
巡
回
管
理
人
事
業
（
H2
1）

・
市
道
富
野
台
1号
線
（
鳥
越
橋
）
橋

梁
補
修
工
事
（
H2
2）

・
市
ヶ
坂
橋
橋
梁
補
修
工
事
（
H2
2）

・
北
九
州
高
速
5号
線
に
接
続
す
る
市

道
東
田
前
田
2号
線
の
管
理
業
務

（
H2
2）

※
 業
務
開
始
年
度
は
一
部
推
定
を
含
む
。
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